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三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例（案） 
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前文 

 全ての市民は、等しく基本的人権を享受するかけがえのない個人として尊重されるもの

であり、市民一人ひとりが、障がいの有無にかかわらず、自分らしく豊かに生き、幸福を

追求する権利を有しています。 

本市では、障がいのある人もない人も、お互いを理解し、支え合い、安心して暮らすこ

とができる地域社会の実現に向け、様々な施策の充実を図ってきました。 

 今後は、これまでの施策をさらに進展させるとともに、市、事業者及び市民が、障がい

のある人との相互の理解と協力により、教育、就労、医療、情報、移動等様々な場面にお

いて依然として存在する社会的障壁をできる限りなくしていくとともに、障がいへの差別

や偏見のない街づくりを目指します。 

 そのため、障がいのある人に対する合理的配慮の提供や、障がいを理由とする差別の禁止

等の理念が市民一人ひとりに根付き、障がいのある人が自ら意思決定し、伝えられるよう、

市、事業者及び市民が支援することによって、だれもが安心して暮らし、幸福を追求するこ

とができる共生社会の実現を目指し、この条例（通称：共生のこころ育む条例）を制定しま

す。 
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   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深めるとともに、

障がいを理由とする差別の解消について基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を

明らかにし、合理的配慮の提供等の障がいを理由とする差別の解消のための施策を推進

することにより、障がいのある人もない人も互いに支え合い、安心して暮らし、幸福を

追求することができる共生社会の実現を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む。）そ

の他の心身の機能の障がい（以下「障がい」という。）がある者であって、障がい及

び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある

ものをいう。 

(2) 障がいを理由とする差別 障がい又は障がいに関連する事由を理由として、直接的

なものであると間接的なものであるとにかかわらず不当な差別的取扱いをすることに

より、障がいのある人の権利利益を侵害することをいう。 

(3) 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となる

ような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

(4) 合理的配慮 障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思

の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でない場合に、当該障がい

のある人の権利利益を侵害することとならないよう、障がいの状態に応じた適切な配

慮であり、性別、年齢、国籍等を理由に特に困難な状況が生じている際は、一層の配

慮が講じられるべきものをいう。 

（基本理念） 

第３条 共生社会の実現に向けた取組は、次に掲げる事項を基本として行われなければな

らない。 

(1) 障がいのある人もない人も、等しく基本的人権を享有する個人として尊重される

ものであること。 

(2) 障がいのある人が、不当な差別的取扱いによって、その権利利益が侵害されないこ

と。 

(3) 障がいのある人が、住み慣れた地域において、安心して暮らし、幸福を追求するこ

とができるよう、合理的配慮の提供がなされること。 

(4) 障がいのある人が、地域社会を構成する一員として、あらゆる分野の社会活動に参

加することで、自らの人生を主体的に豊かにしていく機会が確保されること。 
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(5) 市民一人ひとりが、障がい及び障がいのある人に関心を持ち、理解を深めることが

できるよう、普及啓発が行われること。 

(6) 誰もが互いに意思を伝え合い理解し合えるよう、障がいのある人が、言語（手話を

含む。）その他の意思疎通のための手段について選択の機会が確保されるとともに、

情報の取得、意思決定及び意思疎通のための手段について選択の機会の拡大が図られ

ること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、障がい及び障がいのある人に対する市

民の理解を深めるとともに、障がいを理由とする差別を解消し、障がいのある人の権利を

尊重するために必要な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。 

２ 市は、前項に規定する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるように努め

るものとする。 

 （事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、障がい及び障がいのある人に対する理解を深め、

市が実施する施策の推進に協力するとともに、障がいのある人に対し合理的配慮の提供

をするよう努めるものとする。 

２ 市の指定管理者の指定を受けた施設の事業者は、前項の規定にかかわらず、障がいのあ

る人に対し合理的配慮の提供をするものとする。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、障がい及び障がいのある人に対する理解を深めると

ともに、市が実施する施策の推進に協力するよう努めるものとする。 

 

第２章 障がいのある人の権利の尊重 

第１節 差別等の禁止 

 （不当な差別的取扱いの禁止） 

第７条 市、事業者及び市民は、不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の

権利利益を侵害してはならない。 

（合理的配慮の不提供の禁止等） 

第８条 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の

除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、合理的配慮の提供をしなければ

ならない。 

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必

要としている旨の意思の表明があった場合は、合理的配慮の提供をするよう努めるもの

とする。 

３ 前二項において、障がいのある人が適切に意思の表明をできるよう、障がいの特性に

応じて合理的配慮の提供をしなければならない。 
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第２節 差別に対する相談体制 

（相談） 

第９条 障がいのある人又は当該障がいのある人の家族その他関係者（以下「障がいのある

人等」という。）は、市に対し、障がいを理由とする差別（社会的障壁の除去を実施する

ための合理的配慮をしないことを含む。以下同じ。）に関する相談をすることができる。 

２ 市は、障がいのある人等から前項の規定による相談を受けたときは、必要に応じて次に

掲げる対応を行うものとする。 

(1) 障がいのある人等及び当該相談に係る事案（以下「相談事案」という。）の関係者

への事実の確認及び調査 

(2) 障がいのある人等及び相談事案の関係者への相談事案の解決に必要な説明及び助言 

(3) 関係行政機関との連絡調整 

(4) 前三号に掲げるもののほか、障がいを理由とする差別を解消するために必要な対応 

（助言又はあっせんの申立て） 

第１０条 前条第１項に規定する相談をした障がいのある人等は、同条第２項の規定によ

る対応が行われてもなお相談事案が解決されないときは、市長に対し、当該相談事案を

解決するために必要な助言又はあっせんを行うべき旨の申立てをすることができる。た

だし、当該障がいのある人の家族その他の関係者が助言又はあっせんを行うべき旨の申

立てをしようとする場合において、当該申立てをすることが当該障がいのある人の意に

反することが明らかであるときは、この限りでない。 

（助言又はあっせん） 

第１１条 市長は、前条の規定による助言又はあっせんの申立てがあった場合は、調整委

員会(第１３条に規定する調整委員会をいう。以下この条において同じ。)に対し、助言

又はあっせんを行うことの適否について審議を求めるものとする。 

２ 調整委員会は、前項の助言又はあっせんを行うことの適否を判断するために必要があ

ると認めるときは、当該申立てに係る相談事案の関係者に対し、調整委員会への出席を

求めて説明もしくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

３ 市長は、調整委員会からの答申を受け、助言又はあっせんを行うことが適当であると認

めたときは、当該申立てに係る相談事案の関係者に対し、助言又はあっせんを行うものと

する。 

（勧告） 

第１２条 市長は、前条第 3 項の規定により助言又はあっせんを行った場合において、障

がいを理由とする差別を行ったと認められる者が、正当な理由なく当該助言又はあっせ

んに従わないときは、当該助言又はあっせんに従うよう勧告することができる。 

 

 

http://www.city.akita.akita.jp/city/gn/dc/reiki/reiki_honbun/c302RG00001045.html#e000000172
http://www.city.akita.akita.jp/city/gn/dc/reiki/reiki_honbun/c302RG00001045.html#e000000174
http://www.city.akita.akita.jp/city/gn/dc/reiki/reiki_honbun/c302RG00001045.html#e000000195
http://www.city.akita.akita.jp/city/gn/dc/reiki/reiki_honbun/c302RG00001045.html#e000000231
http://www.city.akita.akita.jp/city/gn/dc/reiki/reiki_honbun/c302RG00001045.html#e000000205
http://www.city.akita.akita.jp/city/gn/dc/reiki/reiki_honbun/c302RG00001045.html#e000000209
http://www.city.akita.akita.jp/city/gn/dc/reiki/reiki_honbun/c302RG00001045.html#e000000218
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第３節 差別解消調整委員会 

（設置） 

第１３条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、三沢市障

がい者差別解消調整委員会（以下「調整委員会」という。）を置く。 

（任期等） 

第１４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合におけ

る補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす

る。 

 

第３章 共生社会実現に向けた取組 

    第１節 理解促進 

（啓発活動の推進） 

第１５条 市は、障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深めるための広報その他

の啓発活動を推進するものとする。 

（交流の機会の確保と推進） 

第１６条 市は、障がいのある人もない人も相互に理解を深めることができるよう、社会活

動、教育、スポーツ、文化、芸術等において、交流の機会の確保と必要な取り組みの実施

に努めるものとする。 

 

     第２節 情報の取得、意思決定及び意思疎通 

（情報の取得、意思決定及び意思疎通における支援） 

第１７条 市は、障がいのある人が容易に情報の取得、意思決定及び意思疎通をすること

ができるようにするため、必要な支援を行うものとする。 

（障がいのある人に配慮した情報の提供） 

第１８条 市は、障がいのある人が情報を速やかに得ることができるよう、言語（手話を

含む。）、文字の表示、筆記、点字、平易な表現その他の障がいの特性に配慮した手段等

による情報の提供を行うよう努めるものとする。 

（意思疎通の手段の普及） 

第１９条 市は、言語（手話を含む。）、文字の表示、筆記、点字、平易な表現その他の障が

いの特性に応じた多様な意思疎通の手段の普及に努めるものとする。 

 （意思疎通支援者の養成等） 

第２０条 市は、手話、点字、要約筆記その他の方法により障がいのある人の情報の取得及

び意思疎通を支援する者の養成並びに技術の向上のために必要な取組を行うものとする。  
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第３節 自立と社会参加  

（就労及び雇用への支援等） 

第２１条 市は、関係機関と連携し、障がいのある人の就労が促進されるよう、障がいの

ある人が必要とする就労に係る相談を受け、支援を行うものとする。 

２ 市は、関係機関と連携し、事業者が障がいのある人の障がいの特性を理解し、障がい

のある人の雇用の機会を広げるために必要な支援を行うものとする。 

（移動手段等に対する支援） 

第２２条 市は、障がいのある人の自立又は社会参加の促進のため、公共交通事業者、土木

建設業者、その他の関係者と連携し、障がいのある人が安全で快適に利用できる交通手段

の提供及び道路環境の整備が行われるよう支援に努めるものとする。 

 

   第４章 雑則 

 （委任） 

第２３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

   附則 

 この条例は、令和元年〇月〇日から施行する。 


